
令和４年度に実施の対象事項のうち次年度以降継続する事項

令和４年度（継続）　市民参加推進調査シート 新規　・　継続

□ ■

令和 4 年 4 月 6 年 3 月 （ 2 ）

■ 審議会等 ■ 審議会等

■ パブリックコメント □ パブリックコメント

□ 市民説明会 □ 市民説明会

□ ワークショップ □ ワークショップ

■ （アンケート、市民討議会） ■ その他（ アンケート、市民討議会 ）

２　市民参加方法の予定と実績

（１）審議会等

～ ～

～ ～

13 人 ： 7 人 13 人 ： 7 人

回 回

■ □ ■ □
■ □ ■ □
■ □ ■ □
■ □ ■ □
■ □ □ 無 ■ □ □ 無

備考 備考

議事録URL：

https://www.city.anjo.aichi.jp/shisei/joreikeikaku/s

ogokeikaku/sougoukeikakusingikai.html

活用方法 R5:次期計画の検討 意見の反映
５年度以降の素案検討の中で意見を反映して

いく。

周知方法 市公式ウェブサイト 周知方法 市公式ウェブサイト

年度毎の実績 公開 非公開 年度毎の実績 公開 非公開
計画の公開 公開 非公開 計画の公開 公開 非公開

議事録の公開 公開 非公開 議事録の公開 公開 非公開
委員名簿公開 公開 非公開 委員名簿公開 公開 非公開

内容 未定 内容

R4:総合計画策定の体制、スケジュール等につ

いて

R5:

会議の傍聴 公開 非公開 会議の傍聴 公開 非公開

開催日
R4:６、11月

R5:５、７、８、９、１０、１月
開催日

R4:6/25、11/19

R5:

回数 8 回数 2

委員構成内訳

市農業委員会の委員１名、市教育

委員会の委員１名、学識経験を有

する者３名、公共団体等を代表す

る者13名、公募市民２名

委員構成内訳

市農業委員会の委員１名、市教育委員

会の委員１名、学識経験を有する者３

名、公共団体等を代表する者13名、公

募市民２名

委員の男女比 （男性：女性） 委員の男女比 （男性：女性）

委員任期
R3.8.10 R5.8.9

委員任期
R3.8.10 R5.8.9

R3.10.14 R5.10.13 R3.10.14 R5.10.13

審議会等の名称 総合計画審議会 設置根拠 法律・条例

予　定（R4,R5） 実　績（R4）

市民参加の

手法

予　定（R4,R5） 実　績（R4）

その他

備考

対象事項の

概要

日々変化する社会情勢や多様化するニーズを捉え、将来本市に起こる社会課題の明確化と、その

解決に向けて重点的に取り組む政策や施策を示した次期総合計画を策定する。

実施期間 令和 年間

課名 健幸=ＳＤＧｓ課 対象区分 （２）計画の策定・変更

予　定 実　績

「市民参加を推進するためのガイドライ

ン」(４～９頁)のチェック項目を確認した

「市民参加を推進するためのガイドライン」(４～

９頁)のチェック項目を順守した

資料８

作成日： R5.3.20

Ｎｏ． 1 対象事項 第９次安城市総合計画の策定

１　概要

（重視した点等） （重視した点等）

ガイドライン

の遵守

様式１-１

～
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（２）パブリックコメント

5 年 10 月頃 ～

日間 日間

件 52件 6人 ） 件 人

6 年 2 月頃

（５）その他（アンケート①）

部 部

部 57 ％） 部 31.4 ％）

（５）その他（アンケート②）

部 部

部 ％） 部
①61.4

②12.3
％）

（５）その他（アンケート③）

部 部

部 ％） 部 39.6 ％）

活用方法 意見の反映 計画素案への反映（詳細は未定）

備考 備考

回収見込数 （回収率 回収数 119 （回収率

調査時期 調査時期 12/5～12/19

配布予定数 配布数 300

抽出方法 抽出方法 商工会議所の協力により抽出

調査方法 調査方法 アンケート（入力フォーム入り）を郵送配布・ウェブ回収

予　定 実　績(R4)

調査対象 調査対象 安城市内の事業者

活用方法 意見の反映 計画素案への反映（詳細は未定）

備考 備考

回収見込数 （回収率 回収数
①1,174

②123
（回収率

調査時期 調査時期 10/25～12/5

配布予定数 配布数
①1,913

②1,000

抽出方法 抽出方法
①市内全ての中学校２年生

②無作為抽出

調査方法 調査方法
入力フォームを学校や郵送にて配布・

ウェブ回収

予　定 実　績(R4)

調査対象 調査対象
①市内在住中学２年生

②市内在住16～18歳の男女

（回収率

活用方法 市民ニーズの把握 意見の反映 計画素案への反映（詳細は未定）

備考 備考

配布予定数 3,000 配布数 3,000

回収見込数 1,710 （回収率 回収数 943

調査方法 調査票送郵送、郵送・ウェブ回収 調査方法 調査票送郵送、郵送・ウェブ回収

調査時期 未定 調査時期 7/15～8/5

調査対象 市内在住18歳以上の男女 調査対象 市内在住18歳以上の男女

抽出方法 無作為抽出 抽出方法 無作為抽出

予　定(R4) 実　績(R4)

予　定（R5） 実　績

意見募集期間 令和 意見募集期間

日数 30 日数

周知方法

（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイト、各

種SNS、公民館（11か所）、各地区福祉セ

ンター、図書情報館（アンフォーレ内）、

健幸=SDGｓ課窓口

周知方法

（設置場所）

想定件数 50 (前回 提出件数

工夫点
市の施設等に設置し、より多くの市民

の目に触れるようにする
意見の反映

結果公表時期 令和 結果公表時期

備考 備考

予定調査時

には未定

予定調査時

には未定
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（５）その他（市民討議会）

回

人

■ □
■ □
■ □

備考 備考

周知方法 周知方法
無作為抽出にてアンケート調査送付市民

3,000人に対し、チラシを同封し周知

活用方法 意見の反映 計画素案への反映（詳細は未定）

成果物の公開 成果物の公開 公開 非公開
傍聴 傍聴 公開 非公開

構成内訳 構成内訳 市内在住者（年齢、性別等の条件なし）

メンバーの公募 メンバーの公募 した しなかった

内容 内容
参加者の考える「安城市の課題」と「その解

決策」の検討

人数 人数 25

回数 回数 5

場所 場所 安城市民会館等

予　定 実　績(R4)

開催日 開催日 8/27、9/10、10/9、11/6、12/10

予定調査時

には未定
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令和４年度（継続）　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）　

・

・

目指す都市像「幸せつながる健幸都市　安城」

計画期間「平成２８年度（２０１６年度）～令和５年度（２０２３年度）

＜現在の総合計画（第８次総合計画）＞

■補足説明・現行計画の概要

1月 2月 3月

R5年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

審議会① 審議会②

3月

■計画期間

令和６年度～令和１３年度（８か年）

■策定期間における市民参加のスケジュール

R4年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

意見を反映できる余地 余地がある　・　ある程度余地がある　・　あまり余地がない 予算額 8,000 千円

上記の理由
総合計画は行政が主体となる行政運営の目標、方向性を定める側面があるが、市の現状を踏まえて策

定するものであり、市民討議会を開催し市民の意見等を反映する場があるため。

【事業概要及びスケジュール】

■計画の概要

自治体経営の最上位に位置づけられる計画であり、健康や福祉、都市計画、教育、産業など、行政が携

わる全分野の主要な施策の中長期的な方針を示すもの。

■策定の根拠（背景）

日々変化する社会情勢や多様化するニーズを捉え、将来本市に起こる社会課題の明確化と、その解決に

向けて重点的に取り組む政策や施策を示す必要があるため。

Ｎｏ． 1 対象事項 第９次安城市総合計画の策定

課名 健幸=ＳＤＧｓ課 対象市民 全安城市民

様式１－２

市民討議会①

市民討議会②

市民討議会③

市民討議会④

アンケート① アンケート② アンケート③

審議会① 審議会② 審議会③ 審議会④

パブリックコメント（予定）

審議会⑥

市民討議会⑤

審議会⑤
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令和４年度（継続）　市民参加推進調査シート 新規　・　継続

□ ■

令和 4 年 4 月 6 年 3 月 （ 2 年間 ）

■ 審議会等 ■ 審議会等

■ パブリックコメント □ パブリックコメント

□ 市民説明会 □ 市民説明会

□ ワークショップ □ ワークショップ

■ （アンケート、ヒアリング） ■ その他（ アンケート、ヒアリング ）

２　市民参加方法の予定と実績

（１）審議会等

～ ～

5 人 ： 7 人 6 人 ： 7 人

回 回

■ □ ■ □
■ □ ■ □
■ □ ■ □
■ □ ■ □
■ □ □ 無 ■ □ □ 無

様式１-１

作成日： R5.2.24

Ｎｏ． 2 対象事項 第５次安城市男女共同参画プランの策定

課名 市民協働課 対象区分 （２）計画の策定・変更

予　定 実　績

「市民参加を推進するためのガイドライ

ン」(４～９頁)のチェック項目を確認した

「市民参加を推進するためのガイドライン」(４

～９頁)のチェック項目を遵守した

市民参加の

手法

予　定（R4,R5） 実　績（R4）

その他

（重視した点等） （重視した点等）

ガイドライン

の遵守

備考

１　概要

対象事項の

概要

安城市男女共同参画推進条例第10条に基づき、第５次安城市男女共同参画プランを策定す

る。

実施期間 令和

R4.4.1 R6.3.31 委員任期 R4.4.1 R6.3.31

審議会等の名称 安城市男女共同参画審議会 設置根拠 法律・条例

予　定（R4,R5） 実　績（R4）

委員任期

開催日
R4:６、１１、２月

R5:６、８、１１、２月
開催日

R4:7/25、12/15、3/15

R5:

回数 7 回数 3

委員構成内訳

公募市民３名、学識経験者１名、

公共的団体１名、人権関係者１名、商

工関係者１名、労働関係者１名、企業

関係者２名、教育関係者１名、市民活

動団体１名

委員構成内訳

公募市民４名、学識経験者１名、

公共的団体１名、人権関係者１名、商

工関係者１名、労働関係者１名、企業

関係者２名、教育関係者１名、市民活

動団体１名

委員の男女比 （男性：女性） 委員の男女比 （男性：女性）

委員名簿公開 公開 非公開 委員名簿公開 公開 非公開

内容

R4:素案作成、アンケートについて

R5:素案作成、パブリックコメントに

ついて

内容
R4:素案作成、アンケートについて

R5:

会議の傍聴 公開 非公開 会議の傍聴 公開 非公開

計画の公開 公開 非公開 計画の公開 公開 非公開
議事録の公開 公開 非公開 議事録の公開 公開 非公開

周知方法 市公式ウェブサイト 周知方法 市公式ウェブサイト

活用方法 R5:プランの推進体制の検討 意見の反映
意見を参考にプランの基本的事項を検討し

た。

年度毎の実績 公開 非公開 年度毎の実績 公開 非公開

備考 備考

議事録URL：

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/machid

ukuri/siminkatudo/danjosingikai.html

～
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（２）パブリックコメント

5 年 12 月頃 ～

日間 日間

件 51件 ４人 ） 件 人

6 年 2 月頃

（５）その他（アンケート）

4 年 8 月頃 ～

部 部

部 50 ％） 部 55.5 ％）

（５）その他（ヒアリング）

4 年 8 月頃 ～

意見募集期間 意見募集期間

日数 日数

予　定（R５） 実　績

令和

30

結果公表時期 結果公表時期

工夫点

・パブリックコメント募集のチラシを

配布する

・閲覧用だけでなく、貸出用も用意す

る

意見の反映

令和

周知方法

（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイ

ト、市民交流センター、公民館（11

か所）、図書情報館（アンフォーレ

内）、青少年の家、市民協働課窓口

周知方法

（設置場所）

想定件数 55 提出件数(前回

抽出方法 事務局から依頼した事業所、団体 抽出方法 事務局から依頼した事業所、団体

調査方法 面談形式 調査方法 面談形式

予　定（R４） 実　績（R4）

調査対象 市内事業所、市内市民活動団体 調査対象 市内事業所、市民活動団体

活用方法 安城市の現状及び課題把握 意見の反映 策定途中のため、今後検討

備考 備考

調査時期 令和 調査時期 R4.10.17 R4.11.15

調査数 調査数 3社、4団体５社、３団体

備考 備考

予　定(R4) 実　績(R4)

調査対象 市内在住18歳以上の男女 調査対象

①市内在住18歳以上の男女

②企業　③町内会　④高校生

⑤保育士・幼稚園教諭

抽出方法 無作為抽出 抽出方法

①無作為抽出　2,000

②無作為抽出　500　③全部

④市内高校　262

⑤保育園、こども園　424

調査方法 調査票郵送、郵送・ウェブ回収 調査方法 調査票郵送、郵送・ウェブ回収

調査時期 令和 調査時期 R4.8.20 R4.9.12

配布予定数 2,000 配布数 3,267

回収見込数 1,000 （回収率 回収数 1,814 （回収率

活用方法 安城市の現状及び課題把握 意見の反映 策定途中のため、今後検討

備考 備考
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令和４年度（継続）　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）　

・

・

・

基本目標①　男女平等意識の促進

基本目標②　若年者への男女平等意識の定着

基本目標③　男女共同参画社会の実践

基本目標④　男女の自立と共生・参画を進める環境の整備

基本目標⑤　人権の尊重とＤＶの根絶

重点項目Ⅰ　女性の活躍推進に向けた取組の強化

重点項目Ⅱ　働き方の改革も踏まえた男性の家庭参画の促進

重点項目Ⅲ　児童・生徒などの若い世代に向けた働きかけの充実

重点項目Ⅳ　町内会等、地域コミュニティにおける男女共同参画の推進

重点項目Ⅴ　人権を尊重し、人々の多様性を包含する社会づくり

上記の理由 国の方針はあるが、市の現状に合わせて策定できるため。

Ｎｏ． 2 対象事項 第５次安城市男女共同参画プランの策定

課名 市民協働課 対象市民 全安城市民

意見を反映できる余地 余地がある　・　ある程度余地がある　・　あまり余地がない 予算額 4,598 千円

R4年度

【事業概要及びスケジュール】

■計画の概要

男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための計画

■策定の根拠（背景）

男女共同参画社会基本法第１４条第３項

市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域におけ

る男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計

画」という。）を定めるように努めなければならない。

安城市男女共同参画推進条例第１０条

市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画の推進に関

する基本的な計画を定めなければならない。

■計画期間

令和６年度～令和１０年度（５か年）

■策定期間における市民参加のスケジュール

3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

審議会③審議会① アンケート ヒアリング 審議会②

R5年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

　第５次プランでは、第４次プランまでの方向性を引き継ぐが、取組内容の評価・検証結果や、国の動きや

課題などを踏まえ、実効性を高めるための新たな施策等を盛り込む予定

＜第４次男女共同参画プラン＞

最終目標　「男女共同参画の実現」

審議会⑥ ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 審議会⑦

■補足説明・現行計画の概要

審議会④ 審議会⑤

様式１－２
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令和４年度（継続）　市民参加推進調査シート 新規　・　継続

□ ■

令和 4 年 4 月 6 年 3 月 （ 2 年間 ）

■ 審議会等 ■ 審議会等

■ パブリックコメント □ パブリックコメント

□ 市民説明会 □ 市民説明会

■ ワークショップ ■ ワークショップ

■ その他（ アンケート ） ■ その他（ ｱﾝｹｰﾄ、ﾌｫｰﾗﾑ、市民討議会 ）

２　市民参加方法の予定と実績

（１）審議会等

～ ～

8 人 ： 6 人 9 人 ： 6 人

回 回

■ □ ■ □
■ □ ■ □
■ □ ■ □
■ □ ■ □
■ □ □ 無 ■ □ □ 無

様式１-１

作成日： R5.2.24

Ｎｏ． 3 対象事項 第３次安城市市民協働推進計画の策定

１　概要

対象事項の

概要

安城市市民協働推進条例第８条及び第９条の規定に基づき、第３次安城市市民協働推進計画を

策定する。

実施期間 令和

課名 市民協働課 対象区分 （２）計画の策定・変更

予　定 実　績

「市民参加を推進するためのガイドライ

ン」(４～９頁)のチェック項目を確認した

「市民参加を推進するためのガイドライン」(４

～９頁)のチェック項目を遵守した

（重視した点等） （重視した点等）

ガイドライン

の遵守

予　定(R4,R5) 実　績（R4）

R2.11.1 R4.10.31 R2.11.1 R4.10.31

市民参加の

手法

予　定（R4,R5） 実　績（R4）

備考

審議会等の名称 安城市市民協働推進会議 設置根拠 法律・条例

委員任期
R4.11.1 R6.10.31 R4.11.1 R6.10.31

委員任期

開催日
R4:７、１０、１、３月

R5:７、１０、１１、１、２月
開催日

R4:7/28、11/7、1/21、3/16

R5:

回数 9 回数 4

委員構成内訳

公募市民３名、学識経験者１名、地域

団体３名、市民活動団体５名、事業者

２名

委員構成内訳

公募市民４名、学識経験者１名、地域

団体３名、市民活動団体５名、事業者

２名

委員の男女比 （男性：女性） 委員の男女比 （男性：女性）

委員名簿公開 公開 非公開 委員名簿公開 公開 非公開

内容

R4:現計画進捗管理、アンケートにつ

いて、次期計画の方向性（骨子）につ

いて

R5:現計画進捗管理、次期計画案につ

いて

内容

R4:現計画進捗管理、アンケートについ

て、次期計画の方向性（骨子）につい

て

R5:

会議の傍聴 公開 非公開 会議の傍聴 公開 非公開

計画の公開 公開 非公開 計画の公開 公開 非公開
議事録の公開 公開 非公開 議事録の公開 公開 非公開

周知方法 市公式ウェブサイト 周知方法 市公式ウェブサイト

活用方法 R5:次期計画の検討 意見の反映
委員の意見により、アンケートの設問を増

やした。

年度毎の実績 公開 非公開 年度毎の実績 公開 非公開

備考 備考

議事録URL：

https://www.city.anjo.aichi.jp/shisei/siminsan

katokyodo/siminsanka/siminkyodosuisinkaigi.h

tml

～
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（２）パブリックコメント

5 年 12 月頃 ～

日間 日間

件 14件 2人 ） 件 人

6 年 2 月頃

（４）ワークショップ

4 年 月頃

5 年 月頃

回 程度 回

人 程度 人

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

回数 6 回数 2

予　定（R4,R5） 実　績（R4）

予　定（R5） 実　績

意見募集期間 令和 意見募集期間

日数 30 日数

周知方法

（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイト、市

民交流センター、公民館（11か所）、図書

情報館（アンフォーレ内）、青少年の家、

市民協働課窓口

周知方法

（設置場所）

人数 30 人数 33

構成内訳 公募市民、町内会、NPO、事業者 構成内訳
公募市民、町内会、NPO、社協職

員、市職員

場所 アンフォーレ 場所 アンフォーレ

内容

R4:現計画の市民目線での評価

本市における協働の課題の検討

R5:協働による課題解決策の考案

内容

R4:ＳＤＧｓカードゲーム・現況分

析

R5:

傍聴 公開 非公開 傍聴 公開 非公開

メンバーの公募 する しない メンバーの公募 した しなかった

周知方法
広報あんじょう、市公式ウェブサイ

ト、SNS
周知方法

広報あんじょう、市公式ウェブサイ

ト、SNS、公民館等チラシ設置

活用方法 計画策定に関わる基礎資料 意見の反映
全５回の内の２回開催のため、意見の

反映は今後検討

成果物の公開 公開 非公開 成果物の公開 公開 非公開

備考 備考

令和 R5.2.18 R5.3.189～3

想定件数 5 (前回 提出件数

開催日
4～7令和

開催日

工夫点

・パブリックコメント募集のチラシを

配布する

・閲覧用だけでなく、貸出用も用意す

る

意見の反映

結果公表時期 令和 結果公表時期

備考 備考

9



（５）その他（アンケート）

4 年 8 月頃 ～

部 部

部 55 ％） 部 50 ％）

（５）その他（フォーラム）

年 月頃

日間 日間

人 人

□ □ ■ □

（５）その他（市民討議会）

年 月頃

回 程度 回

人 程度 人

□ □ ■ □

□ □ ■ □

□ □ ■ □

調査対象
①市内在住18歳以上の男女

②市民活動団体　③町内会
調査対象

①市内在住16歳以上の男女

②市民活動団体　③町内会

抽出方法

①無作為抽出

②市民活動センター・社協ボランティ

アセンター登録団体

③全部

抽出方法

①無作為抽出　2,000

②市民活動センター・社協ボランティ

アセンター登録団体　398

③全部　81

予　定（R4） 実　績（R4）

調査方法 調査票郵送、郵送・ウェブ回収 調査方法 調査票郵送、郵送・ウェブ回収

調査時期 令和 調査時期 R5.9.1 R5.9.27

配布予定数 2,500 配布数 2,479

回収見込数 1,375 （回収率 回収数 1,240

予　定 実　績（R4）

開催日 令和 開催日 R5.12.4

（回収率

活用方法 安城市の現状と課題把握 意見の反映 策定途中のため、今後検討

備考 備考

内容 内容
協働のまちづくりに関する講演・

トークセッション

人数 人数 42

回数 回数 1

場所 場所 市民交流センター

構成内訳 構成内訳
公募市民、町内会、NPO、社協職

員、市職員

公開 公開 非公開 公開 公開 非公開

備考 備考

予　定 実　績（R4）

周知方法 周知方法
広報あんじょう、市公式ウェブサ

イト、SNS、公民館等チラシ設置

活用方法 意見の反映 策定途中のため、今後検討

開催日 開催日 R5.12.18

回数 回数 1

人数 人数 18

構成内訳 構成内訳 公募市民、町内会、NPO、市職員

場所 場所 アンフォーレ

内容 内容 課題抽出・課題解決策提案

傍聴 公開 非公開

メンバーの公募 する しない メンバーの公募 した しなかった

備考 備考

周知方法 周知方法
広報あんじょう、市公式ウェブサ

イト、SNS、公民館等チラシ設置

活用方法 意見の反映 策定途中のため、今後検討

成果物の公開 公開 非公開 成果物の公開 公開 非公開

傍聴 公開 非公開

予定調査時

には未定

予定調査時

には未定
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令和４年度（継続）　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）　

・

・

基本目標「市民協働によるまちづくりの実現」

重要ポイント１．成果指標の設定

２．自立した市民活動

３．市民活動団体と市との協働の更なる推進

４．団体同士の協働の促進

基本方針１　市民協働の担い手の育成・活用

基本方針２　活動場所と団体に対する支援の充実

基本方針３　財政面と組織面の支援

基本方針４　情報の収集及び発信

基本方針５　市民協働による健幸（ケンサチ）のまちづくりの推進

Ｎｏ． 3 対象事項 第３次安城市市民協働推進計画の策定

課名 市民協働課 対象市民 全安城市民

【事業概要及びスケジュール】

■計画の概要

「安城市自治基本条例」「安城市市民参加条例」の理念に則り、また「安城市総合計画」の個別計画と

して、市民協働の推進を総合的・横断的に図る計画

■策定の根拠（背景）

安城市市民協働推進条例

第８条

意見を反映できる余地 余地がある　・　ある程度余地がある　・　あまり余地がない 予算額 4,345 千円

上記の理由 市の現状に合わせて策定できるため。

12月 1月

　市は、市民協働の推進のための環境整備に取り組み、総合的に施策を策定し、及び実施するものとす

第９条

　市は、前条の規定に基づき、次に掲げる施策を策定し、及び実施するものとする。

（１）人材の育成に関すること。

（２）活動場所の充実に関すること。

（３）財政的支援に関すること。

（４）情報の収集及び提供に関すること。

（５）前各号に定めるもののほか、市民協働を推進するために必要なこと。

■計画期間

令和６年度～令和１３年度（８か年）

■策定期間における市民参加のスケジュール

R4年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 2月 3月

審議会③

R5年度

ﾌｫｰﾗﾑ

市民討議会
ワークショップ① ワークショップ②アンケート

審議会④

7月 8月 9月 10月 11月 12月

審議会① 審議会②

1月 2月 3月

審議会⑧ 審議会⑨

ワークショップ③ ワークショップ④ ワークショップ⑤

審議会⑤ 審議会⑥ 審議会⑦

4月 5月 6月

■補足説明・現行計画の概要

　第３次計画は、第２次計画までの事業内容の評価・検証結果、課題などを踏まえ、基本目標の実現に向け

た積極的な施策・事業展開を図る。

〈第２次市民協働推進計画〉

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ

様式１－２
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令和４年度（継続）　市民参加推進調査シート 新規　・　継続

□ ■

令和 4 年 4 月 6 年 3 月 （ 2 年間 ）

■ 審議会等 ■ 審議会等

■ パブリックコメント □ パブリックコメント

□ 市民説明会 □ 市民説明会

■ ワークショップ ■ ワークショップ

■ その他（ アンケート、フォーラム ） ■ その他（ アンケート ）

２　市民参加方法の予定と実績

（１）審議会等

～ ～

10 人 ： 6 人 11 人 ： 5 人

回 回

■ □ ■ □
■ □ ■ □
■ □ ■ □
■ □ ■ □
□ □ ■ 無 □ □ ■ 無

様式１-１

作成日： R5.3.1
Ｎｏ． 4 対象事項 第５次安城市地域福祉計画の策定

１　概要

対象事項の

概要
社会福祉法第１０７条に基づき、第５次安城市地域福祉計画を策定する。

実施期間 令和

課名 社会福祉課 対象区分 （２）計画の策定・変更

予　定 実　績

「市民参加を推進するためのガイドライ

ン」(４～９頁)のチェック項目を確認した

「市民参加を推進するためのガイドライン」(４

～９頁)のチェック項目を順守した

※個人情報のためワークショップは非公開

（重視した点等） （重視した点等）

ガイドライン

の遵守

予　定(R4,R5) 実　績(R4)
委員任期 R4.11.4 R6.3.31 委員任期 R4.11.4 R6.3.31

市民参加の

手法

予　定（R4,R5) 実　績（R4)

備考

審議会等の名称 地域福祉計画策定協議会 設置根拠 法律・条例

開催日
R4:１１、３月

R5:６、９、１１、２月
開催日

R4:11/4、3/24

R5:

回数 6 回数 2

委員構成内訳
福祉、医療又は教育の関係者１５名、

公募市民１名
委員構成内訳

福祉、医療又は教育の関係者１５名、

公募市民１名

委員の男女比 （男性：女性） 委員の男女比 （男性：女性）

内容

R4:アンケート内容・結果確認

R5:計画の基本理念の提示、体系・連携策

等の提示、計画原案の提示　など

内容

R4①:地域福祉計画の概要について、策定

体制について、アンケート調査について

R4②:アンケート調査の結果等について

R5:

会議の傍聴 公開 非公開 会議の傍聴 公開 非公開

議事録の公開 公開 非公開 議事録の公開 公開 非公開

委員名簿公開 公開 非公開 委員名簿公開 公開 非公開

年度毎の実績 公開 非公開 年度毎の実績 公開 非公開

計画の公開 公開 非公開 計画の公開 公開 非公開

周知方法 市公式ウェブサイト 周知方法 市公式ウェブサイト

活用方法 次期計画の策定 意見の反映

第１回協議会での意見を受け、第2回協議

会の内容に現行計画の進捗報告を加えるこ

ととした。計画策定自体への反映は、令和

５年度以降に検討する。

備考

計画策定期間中のみの開催であり、かつ協

議会の開催実績は議事録として公開してい

るため、年度毎の実績は無し

備考

計画策定期間中のみの開催であり、かつ協

議会の開催実績は議事録として公開してい

るため、年度毎の実績は無し

協議会URL:

https://www.city.anjo.aichi.jp/shisei/keikaku/t

ikifukushikeikakukaigi.html

～
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（２）パブリックコメント

5 年 12 月頃 ～

日間 日間

件 0件 0人 ） 件 人

6 年 2 月頃

（４）ワークショップ（地域会議）

4 年 月頃

5 年 月頃

回 回

人 人

□ ■ □ ■
■ □ □ ■ ※２

□ ■ □ ■ ※２

（５）その他（アンケート）

4 年 11 月頃 ～

部 部

部 40 ％） 部 46.1 ％）

日数 約30 日数

予　定（R4,R5） 実　績（R4）

周知方法

（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイト、各

地区福祉センターなどの市の施設、図書情

報館（アンフォーレ内）、社会福祉課窓口

等

周知方法

（設置場所）

想定件数 5

予　定（R5） 実　績

意見募集期間 令和 意見募集期間

備考

工夫点
市の施設等に設置し、多くの市民の目に触

れるようにする
意見の反映

結果公表時期 令和 結果公表時期

場所 各中学校区 場所 各地区福祉センター

内容
地域の福祉委員会が参加し、現行

の計画と課題点等を確認する。
内容

地域の福祉委員会が参加し、現行の計

画と課題点等を確認する。

回数 24 回数 8

メンバーの公募 する しない メンバーの公募 した しなかった※１

人数 未定 人数 未集約

構成内訳 各地区福祉委員等 構成内訳 各地区福祉委員等

成果物の公開 公開 非公開

傍聴 公開 非公開 傍聴 公開 非公開

（回収率

活用方法
地域福祉の現状や将来像、ニーズ等を

調査し、計画策定に反映する。
意見の反映

アンケート結果をワークショップ（地域会

議）において共有し、グループワークに先

立つ資料とした。計画策定自体には、令和

5年度以降反映を検討する。

調査対象

周知方法 出席者に直接通知 周知方法 出席者に直接通知

活用方法
地域福祉の現状や将来像、ニーズ等を調査

し、計画策定に反映する。
意見の反映

令和5年5月に予定の第2回及びそれ以降の

開催内容を踏まえて計画策定に反映する。

配布予定数 3,000 配布数 3,000

回収見込数 1,200 （回収率 回収数 1,383

(前回 提出件数

調査方法 調査票郵送、郵送回収 調査方法 調査票郵送、郵送回収

18歳以上の市民

抽出方法 無作為 抽出方法 無作為

備考

・町内会や町内福祉委員などに対して、直

接地域において参加を募る

・個人情報が含まれるため、非公開

備考

※１　町内会や町内福祉委員などに対し

て、直接地域において参加を募った

※２　個人情報が含まれるため、非公開

（会場定員及び感染症の感染拡大防止のた

め、傍聴なし）

予　定（R4） 実　績（R4）

調査対象 18歳以上の市民

成果物の公開 公開 非公開

令和 未定 R4:2/9、2/10、2/14～17、2/21、2/28

備考

令和 7、9 R5:

調査時期 令和 調査時期 R4.11.22 R4.12.11

備考 備考

開催日開催日
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（５）その他（フォーラム）

6 年 3 月頃 年 月頃

日間 日間

人 程度 人

■ □ □ □

人数 400 人数

予　定(R5) 実　績

構成内訳 一般市民、町内福祉委員会関係者など 構成内訳

開催日 令和 開催日 令和

回数 1 回数

場所 へきしんギャラクシープラザ 場所

活用方法
新たな第５次計画の啓発・ＰＲのため

のイベントとして実施
意見の反映

備考 備考

公開 公開 非公開 公開 公開 非公開

周知方法 広報あんじょう、チラシなど 周知方法

内容
・基調講演

・地域関係者によるトーク　など
内容

14



令和４年度（継続）　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）　

・

・

※ワークショップ・・・各地区「地域会議」の開催（各中学校区で１回ずつ　計８回）

※各地区「地域会議」の開催（各中学校区で２回ずつ　計１６回）　

基本目標①　地域丸ごと支え合いの仕組みを創ろう

基本目標②　地域福祉の取組を支援する施策を充実させよう

基本目標③　暮らしを支える多様なサービスを充実させよう

重点項目１　「丸ごと」相談支援体制の構築と社会資源の育成・ネットワーク化

重点項目２　地域における見守り活動のさらなる充実

重点項目３　町内福祉委員会及び地区社協の活動支援

重点項目４　避難行動要支援者の支援体制の強化

Ｎｏ． 4 対象事項 第５次安城市地域福祉計画の策定

課名 社会福祉課 対象市民 全安城市民

社会福祉法第１０７条

意見を反映できる余地 余地がある　・　ある程度余地がある　・　あまり余地がない 予算額 6,455 千円

上記の理由 既にある計画をベースにするため。

【事業概要及びスケジュール】

■計画の概要　　地域福祉の推進に関する事項を一体的に定める計画

■策定の根拠（背景）

社会福祉法第４条

地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者（以下「地域住民等」と

いう。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営

み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めな

ければならない。

3月

市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計

画」という。）を策定するよう努めるものとする。

一　地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項

二　地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

三　地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

四　地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

五　地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項

２　市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等の意見を

反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。

３　市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めると

ともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。

■計画期間　　令和６年度～令和１０年度（５か年）

■策定期間における市民参加のスケジュール

R4年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

協議会②協議会①
ワーク

ショップ

①～⑧アンケート

R5年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

協議会④

　第５次プランでは、第４次プランまでの方向性を引き継ぐが、取組内容の評価・検証結果や、国の動きや課題など

を踏まえ、実効性を高めるための新たな施策等を盛り込む予定

＜第４次安城市地域福祉計画＞

最終目標　「地域共生社会の実現」

協議会⑤
パブリック

コメント
協議会⑥ フォーラム

■補足説明・現行計画の概要

協議会③

様式１－２
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令和４年度（継続）　市民参加推進調査シート 新規　・　継続

□ ■

令和 4 年 10 月 6 年 3 月 （ 1 年 6 ）

■ 審議会等 ■ 審議会等

■ パブリックコメント □ パブリックコメント

□ 市民説明会 □ 市民説明会

□ ワークショップ □ ワークショップ

■ その他（ アンケート ） ■ その他（ アンケート ）

２　市民参加方法の予定と実績

（１）審議会等

～ ～

11 人 ： 6 人 11 人 ： 6 人

回 回

■ □ ■ □
■ □ ■ □
■ □ ■ □
■ □ ■ □
■ □ □ 無 ■ □ □ 無

様式１-１

作成日： R5.3.1

Ｎｏ． 5 対象事項 第７期安城市障害福祉計画及び第３期安城市障害児福祉計画の策定

１　概要

対象事項の

概要

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第８８条第１項及び児童福祉法

第３３条の２０の規定に基づき、第７期安城市障害福祉計画及び第３期安城市障害児福祉計画

を策定する。

実施期間 令和 か月間

課名 障害福祉課 対象区分 （２）計画の策定・変更

予　定 実　績

「市民参加を推進するためのガイドライ

ン」(４～９頁)のチェック項目を確認した

「市民参加を推進するためのガイドライン」(４

～９頁)のチェック項目を順守した

（重視した点等） （重視した点等）

ガイドライン

の遵守

予　定（R4,R5） 実　績（R4)

委員任期 R4.10.27 R6.3.31 委員任期 R4.10.27 R6.3.31

市民参加の

手法

予　定(R4,R5) 実　績(R4)

備考

審議会等の名称 安城市障害福祉計画策定委員会 設置根拠 法律・条例

開催日
R4:１０月

R5:６、１０、１、２、３月
開催日

R4:10/27、３/23

R5:

回数 6 回数 2

委員構成内訳

社会福祉関係者１名、地域住民関係者

１名、医療関係者２名、教育関係者２

名、雇用関係者１名、保健関係者１

名、企業等関係者１名、地域福祉関係

者２名、当事者団体を代表する者３

名、事業所関係者１名、市民２名

委員構成内訳

社会福祉関係者１名、地域住民関係者

１名、医療関係者２名、教育関係者２

名、雇用関係者１名、保健関係者１

名、企業等関係者１名、地域福祉関係

者２名、当事者団体を代表する者３

名、事業所関係者１名、公募市民（当

事者）２名

委員の男女比 （男性：女性） 委員の男女比 （男性：女性）

委員名簿公開 公開 非公開 委員名簿公開 公開 非公開

内容

R4:アンケート内容等について

R5:計画案作成、パブリックコメント

について

内容

R4:アンケート内容等について

R5:

会議の傍聴 公開 非公開 会議の傍聴 公開 非公開

計画の公開 公開 非公開 計画の公開 公開 非公開

議事録の公開 公開 非公開 議事録の公開 公開 非公開

周知方法 市公式ウェブサイト 周知方法 市公式ウェブサイト

活用方法 R5:計画の推進体制の検討 意見の反映
アンケート内容の修正、変更等及びアン

ケート結果の確認を行う。

年度毎の実績 公開 非公開 年度毎の実績 公開 非公開

備考 備考

議事録URL：

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/fukushika

igo/shogai/dai7shougaisha-sakutei-iinkai.html

～
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（２）パブリックコメント

5 年 11 月頃 ～

日間 日間

件 7件 3人 ） 件 人

6 年 1 月頃

（５）その他（アンケート）

4 年 10 月頃 ～

部 部

部 60 ％） 部 57.0 ％）

調査対象

①障害者手帳所持者（難病患者含む）

②障害福祉サービス利用者

③１８歳以上の一般市民

調査対象

障害福祉サービスの利用が可能な者

（障害者手帳所持者、医師により療育

が必要と診断された障害児、１８歳以

上で医師に精神及び行動の障害がある

と診断された者、難病患者、自立支援

医療（精神通院）受給者）

抽出方法 無作為抽出 抽出方法 無作為抽出

予　定(R4) 実　績(R4)

予　定(R5) 実　績

意見募集期間 令和 意見募集期間

日数 30 日数

調査方法 調査票郵送、郵送回収 調査方法 調査票郵送、郵送回収

調査時期 令和 調査時期 R4.12.20 R5.1.12

配布予定数 2,600 配布数 2,000

回収見込数 1,560 （回収率 回収数 1,134 （回収率

活用方法 計画策定のための基礎資料 意見の反映 計画策定のための基礎資料

備考 備考

周知方法

（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイ

ト、福祉センター（8か所）、障害福

祉課窓口等

周知方法

（設置場所）

想定件数 7 (前回 提出件数

工夫点 分かりやすい概要版の作成 意見の反映

結果公表時期 令和 結果公表時期

備考 備考
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令和４年度（継続）　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）　

・

・

・

＜第６期安城市障害福祉計画・第２期安城市障害児福祉計画＞

①

②

③

④

⑤ 障害のある子どもの健やかな育成のための発達支援

⑥ 障害福祉人材の確保

⑦ 障害のある人の社会参加を支える取組

上記の理由 国の規定に従って見込み数値を計算するため。

Ｎｏ． 5 対象事項 第７期安城市障害福祉計画及び第３期安城市障害児福祉計画の策定

課名 障害福祉課 対象市民 全安城市民

意見を反映できる余地 余地がある　・　ある程度余地がある　・　あまり余地がない 予算額 2,822 千円

■策定期間における市民参加のスケジュール

【事業概要及びスケジュール】

■計画の概要

障害福祉サービス等の提供体制の確保に関する事項及び各サービスの見込量とその確保策を定めるための

計画

■策定の根拠（背景）

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第８８条第１項

市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な

実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定めるものとする。

児童福祉法第３３条の２０

市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支

援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害児福祉計画」という。）を定めるも

のとする。

■計画期間

令和６年度～令和８年度（３か年）

10月 11月 12月

R4年度

R5年度

1月 2月 3月

委員会① アンケート 委員会②

3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

委員会⑦委員会③ 委員会④ ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 委員会⑤ 委員会⑥

地域共生社会の実現に向けた取組

■補足説明・現行計画の概要

　障害のある方の地域生活を支援するための障害福祉サービス等の成果目標を設定するとともに、その提供体

制の確保が計画的に図られるようにすることを目的とした計画。

　国の示す基本指針に基づき、次の基本理念のもと、必要な障害福祉サービス提供体制の確保に努める。

障害のある人の自己決定の尊重と意思決定の支援

市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等

入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体

制の整備

様式１－２
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令和４年度（継続）　市民参加推進調査シート 新規　・　継続

□ ■

令和 4 年 7 月 6 年 3 月 （ 1 年 9 ）

■ 審議会等 □ 審議会等

■ パブリックコメント □ パブリックコメント

□ 市民説明会 ■ 市民説明会

□ ワークショップ □ ワークショップ

□ ） ■ その他（市民説明会（講演会）、アンケート ）

２　市民参加方法の予定と実績

（１）審議会等

～ ～

6 人 ： 6 人 人 ： 人

回 回

■ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ 無 □ □ □ 無

（２）パブリックコメント

5 年 12 月頃 ～

日間 日間

件 　件 　人 ） 件 人

6 年 1 月頃

工夫点 分かりやすい概要版の作成 意見の反映

結果公表時期 令和 結果公表時期

備考 備考

周知方法

（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイ

ト、公民館（11か所）、図書情報館

（アンフォーレ内）、障害福祉課窓口

等

周知方法

（設置場所）

想定件数 5 (前回 提出件数

予　定（R5） 実　績

意見募集期間 令和 意見募集期間

日数 30 日数

周知方法 市公式ウェブサイト 周知方法

活用方法 条例制定の意見聴取 意見の反映

備考 備考

計画の公開 公開 非公開 計画の公開 公開 非公開

年度毎の実績 公開 非公開 年度毎の実績 公開 非公開

委員名簿公開 公開 非公開 委員名簿公開 公開 非公開

議事録の公開 公開 非公開 議事録の公開 公開 非公開

回数 5 回数

内容 条例案作成、パブリックコメントについて 内容

会議の傍聴 公開 非公開 会議の傍聴 公開 非公開

委員構成内訳
当事者団体２名、関係団体４名、手話

サークル団体３名、行政３名
委員構成内訳

委員の男女比 （男性：女性） 委員の男女比 （男性：女性）

開催日 ４、５、６、７、１月 開催日

規則・要綱等その他

予　定（R5） 実　績

委員任期 R5.4.1 R6.3.31 委員任期

予　定 実　績

様式１-１

作成日： R5.3.10

Ｎｏ． 6 対象事項 安城市手話言語条例の策定

課名 障害福祉課 対象区分 （１）条例の制定・改廃

「市民参加を推進するためのガイドライ

ン」(４～９頁)のチェック項目を確認した

「市民参加を推進するためのガイドライン」(４

～９頁)のチェック項目を遵守した

備考 ※令和３年度末の予定照会時未定のため未提出（未評価）

市民参加の

手法

予　定(R5)※ 実　績(R4)

その他（

１　概要

対象事項の

概要
安城市手話言語条例を策定する。

実施期間 令和 か月間

審議会等の名称 安城市手話言語条例検討委員会 設置根拠

（重視した点等） （重視した点等）

ガイドライン

の遵守

～

公開／非公開 未定
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（３）市民説明会（講演会）

年 月頃

回 回

人 人

□ □ ■ □

□ □ ■ □

□ □ ■ □

（５）その他（アンケート）

年 月頃 ～

部 部

部 ％） 部 53 ％）

予　定 実　績（R4）

開催日 令和 開催日 R5.2.11

内容 内容
手話言語の理解のための講演会

「手話でGO」

人数 人数 73

回数 回数 1

場所 場所 安城市民会館

構成内訳 構成内訳 参加条件なし（市外在住者も含む）

メンバーの公募 する しない メンバーの公募 した しなかった

成果物の公開 公開 非公開 成果物の公開 公開 非公開

傍聴 公開 非公開 傍聴 公開 非公開

備考 備考

予　定 実　績（R4）

周知方法 周知方法 広報、HP

活用方法 意見の反映
参加者アンケートを実施（講演会の感想、

今後他にも聞いてみたいこと）

調査方法 郵送、電子申請

調査時期 令和 調査時期 R5.1.10 R5.1.27

調査対象 調査対象 市内の身体障害者手帳（聴覚に関するもの）所持者

抽出方法 抽出方法 身体障害者手帳情報から抽出

（回収率

活用方法 意見の反映 条例制定における基礎資料として活用

備考 備考

配布予定数 配布数 491

回収見込数 （回収率 回収数 262

調査方法

令和３年度末の予定照会

時は未定のため４年度予

定未提出（未評価）。

令和３年度末の予定照会

時は未定のため４年度予

定未提出（未評価）。
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令和４年度（継続）　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）　

・

・

・

・

※R4準備部会４回開催

Ｎｏ． 6 対象事項 安城市手話言語条例の策定

課名 障害福祉課 対象市民 全安城市民

２０１１年（平成２３年）に障害者基本法が改正され、「言語」と規定された。この改正により、日

本で初めて手話の言語性を認める法律の裏付けが制定された。

意見を反映できる余地 余地がある　・　ある程度余地がある　・　あまり余地がない 予算額 0 千円

上記の理由 市の現状に合わせて策定できるため。

【事業概要及びスケジュール】

■条例の概要

手話の意義を正しく認識し、手話が言語であることの理解を広めることで、手話によるコミュニケー

ションと情報提供を保障し、ろう者（聴覚の障害により、手話を言語として日常生活または社会生活

を営む方）とろう者以外の方が共生し、安心して暮らすことのできる地域共生社会の実現をめざすた

めの条例である。

■制定の根拠（背景）

国際連合の障害者権利条約に、手話が『言語である』と明記。

２０１３年（平成２５年）に鳥取県が日本で初めて鳥取県手話言語条例を制定し、「手話は言語であ

る」と明記した。

■策定期間における市民参加のスケジュール

R4年度

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

R5年度

8月

アンケート
市民

説明会

2月 3月

委員会① 委員会② 委員会③ 委員会④

9月 10月 11月 12月 1月4月 5月 6月 7月

■補足説明・現行計画の概要

安城市手話条例案

１.基本理念　　手話を使う市民が、手話でコミュニケーションしやすい地域社会を構築すること

２.市の責務　　手話の普及と手話による意思疎通と社会参加の保障を行う

３.市民の役割　　事業者も含め、聴覚障害への理解と手話の普及に努める

４.施策の策定及び推進

 (1)聴覚障害への理解と手話の普及が中心。ろう者に関わる公的機関をはじめ、商業施設などの企

業、町内会などの住民、地域の小学校・中学校への手話の普及

 (2)手話通訳者の配置など手話による意思疎通支援者等の施策推進

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ｺﾒﾝﾄ
委員会⑤

様式１－２
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令和４年度（継続）　市民参加推進調査シート 新規　・　継続

□ ■

令和 4 年 10 月 6 年 3 月 （ 1 年 6 ）

■ 審議会等 ■ 審議会等

■ パブリックコメント □ パブリックコメント

□ 市民説明会 □ 市民説明会

■ ワークショップ ■ ワークショップ

■ その他（ 懇話会、アンケート ） ■ その他（ アンケート ）

２　市民参加方法の予定と実績
（１）審議会等

～ ～

14 人 ： 2 人 14 人 ： 1 人

回 回

■ □ ■ □
■ □ ■ □
■ □ ■ □
■ □ ■ □
■ □ □ 無 ■ □ □ 無

様式１-１

作成日： R5.3.6

Ｎｏ． 7 対象事項 あんジョイプラン１０の策定

１　概要

対象事項の

概要

高齢者の福祉全般にわたる施策に関する高齢者福祉計画及び介護保険事業運営の基本となる

介護保険事業計画を策定する。

実施期間 令和 か月間

課名 高齢福祉課 対象区分 （２）計画の策定・変更

予　定 実　績

「市民参加を推進するためのガイドライ

ン」(４～９頁)のチェック項目を確認した

「市民参加を推進するためのガイドライン」(４

～９頁)のチェック項目を順守した

※ワークショップは部外秘のため非公開

（重視した点等） （重視した点等）

ガイドライン

の遵守

予　定（R4,R5） 実　績（R4)

委員任期 R4.10.24 R6.3.31 委員任期 R4.10.24 R6.3.31

市民参加の

手法

予　定（R4,R5） 実　績（R4）

備考

審議会等の名称 高齢者福祉計画・介護保険事業計画（あんジョイプラン１０）策定委員会 設置根拠 法律・条例

開催日
R4:１０、３月

R5:７、９、１１、１月
開催日

R4:10/24、3月下旬(書面開催)

R5:
回数 6 回数 2

委員構成内訳

学識経験者１名、福祉、医療又は保険の関

係者11名、介護保険の被保険者３名（う

ち公募市民２名）、保健関係者１名、介護

サービス事業所１名

委員構成内訳

学識経験者1名、福祉、医療又は保健関係

者7名、介護サービス事業者2名、介護保険

被保険者4名（うち公募市民2名）、介護保

険被用者保険者1名

委員の男女比 （男性：女性） 委員の男女比 （男性：女性）

内容

R4:計画策定、アンケートの実施、ア

ンケート結果の報告

R5:計画案作成、パブリックコメント

について

内容

R4:計画策定に係るアンケートの実施及

び報告

R5:

会議の傍聴 公開 非公開 会議の傍聴 公開 非公開

議事録の公開 公開 非公開 議事録の公開 公開 非公開

委員名簿公開 公開 非公開 委員名簿公開 公開 非公開

年度毎の実績 公開 非公開 年度毎の実績 公開 非公開

計画の公開 公開 非公開 計画の公開 公開 非公開

備考 備考

議事録URL：

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/fukushik

aigo/kaigo/plan/anjoy10iinkai.html

周知方法 市公式ウェブサイト 周知方法 市公式ウェブサイト

活用方法
R5:計画策定のための検討及び審議を

行い、市長に答申する
意見の反映 意見を参考に計画案を作成していく

～
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（２）パブリックコメント

5 年 12 月頃 ～

日間 日間

件 40件 13人 ） 件 人

6 年 2 月頃

（４）ワークショップ（懇話会）

4 年 月頃 R4:2/28、3/8、3/28

5 年 上半期 R5:

回 ※R4予定調査時未定 回 ※2.28は２回開催

□ ■ □ ■
□ ■ □ ■ ※１

■ □ ■ □

（５）その他（アンケート）

4 年 12 月頃 ～

部 部

部 62.5 ％） 部 60.8 ％）

開催日

工夫点

・広報あんじょう記事掲載

・市施設等に設置し、より多くの市民

の目に触れるようにする

意見の反映

結果公表時期 令和 結果公表時期

備考 備考

周知方法

（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイ

ト、福祉センター(8か所)、公民館

（11か所）、青少年の家、図書情報館

（アンフォーレ内）、高齢福祉課窓口

周知方法

（設置場所）

想定件数 40 (前回 提出件数

予　定（R4,R5） 実　績（R4)

予　定（R5） 実　績
意見募集期間 令和 意見募集期間

日数 31 日数

令和 未定

回数 R5:2 回数 4

開催日
令和

人数 未定 人数 集計中

構成内訳 介護の専門職を交えて開催する予定 構成内訳

老人クラブ連合会、安城地域リハビリ

ネットワーク、グループホーム部会、

施設部会（特養、老健）

場所 市役所会議室等 場所 市役所会議室等

内容 未定 内容 高齢者ICT活用、介護予防、介護人材確保

傍聴 公開 非公開 傍聴 公開 非公開

メンバーの公募 する しない メンバーの公募 した しなかった※１

周知方法 未定 周知方法 なし

活用方法
高齢者施策の方向性を検討するための

基礎資料とする。
意見の反映 意見を参考に計画案を作成していく

成果物の公開 公開 非公開 成果物の公開 公開※２ 非公開

調査対象

①要介護認定を受けていない高齢者

②要介護認定を受けている高齢者

③４０～６４歳の市民

調査対象

①要介護ではない65歳以上市民2,700人

②要介護で施設入所ではない市民1,800人

③要介護・要支援ではない40～64歳の市民

2,000人

④市内介護保険事業所213事業所

抽出方法 無作為抽出 抽出方法 無作為抽出

備考 前回の策定時には５回実施 備考

※１　定例会議と合同開催とし、各会議は

一般公開していないため非公開

※２　R５年度開催分とまとめてR5年度下

旬に公開予定

予　定(R4) 実　績（R4)

調査方法 調査票郵送、郵送回収 調査方法 調査票郵送、郵送またはｗｅｂ回答

調査時期 令和 調査時期 R4.12.1 R4.12.19

配布予定数 8,000 配布数 7,300

回収見込数 5,000 （回収率 回収数 4,463 （回収率

活用方法
高齢者施策の方向性を検討するための

基礎資料とする。
意見の反映

高齢者施策の方向性を検討するための

基礎資料とする。
備考 備考
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令和４年度（継続）　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）　

・

・

・

＜あんジョイプラン９＞

基本理念「健康で　生きがい・ふれあい・安心を　育むまち」

基本目標１　介護予防・生活支援施策の推進

基本目標２　地域における支え合いと社会参加の推進

基本目標３　介護保険サービスの安定と充実

重点項目１　安城市版地域包括ケアシステムの推進

重点項目２　多様な介護予防・日常生活支援の推進

重点項目３　切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築

重点項目４　認知症高齢者等に対する支援

審議会① アンケート 審議会②

Ｎｏ． 7 対象事項 あんジョイプラン１０の策定

課名 高齢福祉課 対象市民 全安城市民

（市町村介護保険事業計画）

第１０７条　市町村は、基本指針に即して、３年を１期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保

険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」という。）を定めるものとする。

意見を反映できる余地 余地がある　・　ある程度余地がある　・　あまり余地がない 予算額 7,286 千円

上記の理由 国が策定方針を定めるが、施策については市の現状に応じて策定できるため。

【事業概要及びスケジュール】

■計画の概要

介護保険法１１７条及び老人福祉法２０条の８に基づき、高齢者に関する福祉施策全般の方針となる

「高齢者福祉計画」及び介護保険事業運営の基本となる「介護保険事業計画」を策定する。

■策定の根拠（背景）

介護保険法

3月

老人福祉法

（市町村老人福祉計画）

第２０条の８　市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業（以下「老人福祉事業」

という。）の供給体制の確保に関する計画（以下「市町村老人福祉計画」という。）を定めるものとす

る。

■計画期間

令和６年度～令和８年度（３か年）

■策定期間における市民参加のスケジュール

令和４年度

10月 11月 12月 1月 2月

ワークショップ③④

令和５年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

ワーショップ①②

12月 1月 2月 3月

ワークショップ⑤ ワークショップ⑥ 審議会③ 審議会④

■補足説明・現行計画の概要

　高齢者福祉計画は、すべての高齢者を視野に入れ、介護保険の給付対象とならない高齢者の福祉サービス

はもとより、地域における高齢者の福祉全般にわたる施策も含む。

　介護保険事業計画は、介護保険の給付対象サービスの種類ごとの見込量等について定め、保険料を算定す

るなど、介護保険事業運営の基本となる計画。

　高齢者福祉計画は介護保険事業計画と一体的に策定することとされており、介護保険事業計画は３年ごと

に策定するよう介護保険法に定められている。

　高齢者福祉計画と介護保険事業計画を一体的に策定した計画を、本市では「あんジョイプラン」と呼んで

おり、次期計画は「あんジョイプラン１０」、高齢者福祉計画は第９次・介護保険事業計画は第９期計画と

なる。

審議会⑤
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ｺﾒﾝﾄ
審議会⑥

様式１－２
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令和４年度（継続）　市民参加推進調査シート 新規　・　継続

□ ■

令和 4 年 6 月 6 年 3 月 （ 1 年 10 ）

■ 審議会等 ■ 審議会等

■ パブリックコメント □ パブリックコメント

□ 市民説明会 □ 市民説明会

□ ワークショップ □ ワークショップ

□ その他（ ） □ その他（ ）

２　市民参加方法の予定と実績

（１）審議会等

～ ～

12 人 ： 6 人 13 人 ： 5 人

回 回

■ □ ■ □
■ □ ■ □
■ □ ■ □
■ □ ■ □
□ □ ■ 無 □ □ ■ 無※

様式１-１

作成日： R5.3.13

Ｎｏ． 8 対象事項 第三次安城市都市計画マスタープランの中間見直し

１　概要
対象事項の

概要
第三次安城市都市計画マスタープランの運用に基づき、中間見直しを行う。

実施期間 令和 か月間

課名 都市計画課 対象区分 （２）計画の策定・変更

予　定 実　績

「市民参加を推進するためのガイドライ

ン」(４～９頁)のチェック項目を確認した

「市民参加を推進するためのガイドライン」(４

～９頁)のチェック項目を順守した

（重視した点等） （重視した点等）

ガイドライン

の遵守

予　定（R4,R5） 実　績（R4）

委員任期 R4.4.1 R6.3.31 委員任期 R4.4.1 R6.3.31

市民参加の

手法

予　定（R4,R5） 実　績（R4）

備考

審議会等の名称 都市計画審議会 設置根拠 法律・条例

開催日
R4:１１月

R5:６、８、１０、１月
開催日

R4:8/16、11/16、2/13

R5:

回数 5 回数 3

委員構成内訳

学識経験者５名、市議会２名、公共的団体

４名、関係行政機関１名、愛知県職員２

名、その他市長が認めた者４名

委員構成内訳

学識経験者５名、市議会２名、公共的団体

４名、関係行政機関１名、愛知県職員２

名、市民代表２名、公募市民２名

委員の男女比 （男性：女性） 委員の男女比 （男性：女性）

内容

R4:中間評価

R5:中間評価、原案作成、パブリック

コメント

内容

R4:中間評価

会議の傍聴 公開 非公開 会議の傍聴 公開 非公開

議事録の公開 公開 非公開 議事録の公開 公開 非公開
委員名簿公開 公開 非公開 委員名簿公開 公開 非公開

年度毎の実績 公開 非公開 年度毎の実績 公開 非公開
計画の公開 公開 非公開 計画の公開 公開 非公開

備考

・10年計画であることから目標値は5

年ごとに確認しているため毎年度の実

績は無し

備考

※10年計画であることから目標値は5年毎

に確認しているため毎年度の実績は無し

・審議会UＲＬ：

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/machid

ukuri/toshikeikaku/tokeishin.html

周知方法 市公式ウェブサイト 周知方法 市公式ウェブサイト

活用方法 R5:都市計画決定等に係る意見聴取 意見の反映
いただいた意見を反映し計画策定する

予定

～
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（２）パブリックコメント

5 年 11 月頃 ～

日間 日間

件 6件 3人 ） 件 人

6 年 3 月頃

工夫点
市の施設等に設置し、より多くの市民

の目に触れるようにする
意見の反映

結果公表時期 令和 結果公表時期

備考 備考

周知方法

（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイ

ト、公民館（11か所）、図書情報館

（アンフォーレ内）、都市計画課窓口

周知方法

（設置場所）

想定件数 10 (前回 提出件数

予　定（R5） 実　績

意見募集期間 令和 意見募集期間

日数 30 日数
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令和４年度（継続）　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）　

・

・

・

（策定）

上記の理由 上位計画（安城市総合計画、西三河都市計画区域マスタープラン）との整合。

Ｎｏ． 8 対象事項 第三次安城市都市計画マスタープランの中間見直し

課名 都市計画課 対象市民 全安城市民

意見を反映できる余地 余地がある　・　ある程度余地がある　・　あまり余地がない 予算額 15,000 千円

■策定期間における市民参加のスケジュール

【事業概要及びスケジュール】

■計画の概要

将来見通しを踏まえ、先を見越して、中長期的な視点に立って都市の将来像を明確にし、その実現に向

けての大きな道筋を明らかにしていくための「都市計画に関する基本的な方針」。

■策定の根拠（背景）

都市計画法第１８条の２　（市町村の都市計画に関する基本的な方針）

市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の

整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めるものとす

る。

都市再生特別措置法第８１条

都市計画法第４条第２項に規定する都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、

住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画を作成することができる。

■計画期間

平成31年～令和10年（10か年）

令和４年度

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

審議会⑥

審議会 ①

令和５年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

審議会 ② 審議会 ③

審議会④ 審議会⑤

12月 1月 2月 3月

審議会⑦

■補足説明・現行計画の概要

　　第三次安城市都市計画マスタープランの中間評価及び基礎データを更新し、中間見直し検討を行う。

　また、立地適正化計画における防災指針を盛り込む予定。

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ

様式１－２
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令和４年度（継続）　市民参加推進調査シート 新規　・　継続

□ ■

令和 4 年 4 月 6 年 3 月

■ 審議会等 ■ 審議会等

■ パブリックコメント □ パブリックコメント

□ 市民説明会 □ 市民説明会

□ ワークショップ □ ワークショップ

□ ） ■ その他（市民アンケート ）

２　市民参加方法の予定と実績

（１）審議会等

～ ～

6 人 ： 4 人 6 人 ： 4 人

回 回

■ □ ■ □
■ □ ■ □
■ □ ■ □
■ □ ■ □
■ □ □ 無 ■ □ □ 無

活用方法 意見を策定と見直しに反映 意見の反映 意見を反映し課題を整理

備考
※令和３年度末の予定照会時は未定の

ため４年度予定未提出（未評価）
備考

議事録URL：

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/suido/g

esuido/singikai/singikai.html

年度毎の実績 公開 非公開 年度毎の実績 公開 非公開
計画の公開 公開 非公開 計画の公開 公開 非公開

議事録の公開 公開 非公開 議事録の公開 公開 非公開
委員名簿公開 公開 非公開 委員名簿公開 公開 非公開

内容

投資財政計画（適正な使用料の在り

方）、下水道ビジョン（経営戦略）

（案）、パブリックコメントについて

内容

事業の概要、アンケート、アンケート

結果、現状把握・課題整理、ビジョン

の基本理念、経営戦略の投資・財政計

画

会議の傍聴 公開 非公開 会議の傍聴 公開 非公開

開催日 ７、９、１１、２月 開催日 7/11、9/30、11/16、2/14

回数 4 回数 4

委員構成内訳
公募市民３名、学識経験者３名、水道又は

下水道を使用する事業者を代表する者４名
委員構成内訳

公募市民３名、学識経験者３名、水道又は

下水道を使用する事業者を代表する者４名

委員の男女比（男性：女性） 委員の男女比（男性：女性）

委員任期 R4.7.11 R6.7.10 委員任期 R4.7.11 R6.7.10

審議会等の名称 水道事業及び下水道事業審議会 設置根拠 法律・条例

予　定（R5）※ 実　績（R4）

備考 ※令和３、４年度末の予定照会時未提出（未評価）

（重視した点等）

１　概要

対象事項の

概要

下水道事業に係る課題が多岐にわたることから、中長期的な視点で全体的な解決の方向性を

示すため、計画を策定及び見直しする。

実施期間 令和 （2年間）

ガイドライン

の遵守

予　定 実　績

「市民参加を推進するためのガイドライ

ン」(４～９頁)のチェック項目を確認した

「市民参加を推進するためのガイドライン」(４

～９頁)のチェック項目を順守した

（重視した点等）

市民参加の

手法

予　定(R5）※ 実　績（R4）

その他（

様式１-１

作成日： R5.4.21

Ｎｏ． 9 対象事項 下水道ビジョンの策定及び下水道事業経営戦略の見直し

課名 下水道課 対象区分 （２）計画の策定・変更

～
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（２）パブリックコメント

5 年 12 月頃 ～

日間 日間

件 ） 件 人

6 年 2 月頃

（５）その他（アンケート）

年 月頃 ～

部 部

部 ％） 部 41.3 ％）（回収率

活用方法 意見の反映 市民の意見を把握

備考 備考

配布予定数 配布数 2,000

回収見込数 （回収率 回収数 825

調査方法 調査方法 調査票郵送、郵送回収又はWEB回答

調査時期 令和 調査時期 R4.8.8 R4.8.19

調査対象 調査対象 下水道を使用している市民

抽出方法 抽出方法 下水道使用世帯より無作為に抽出

備考 備考

予　定 実　績（R4）

工夫点
市の施設等に設置し、より多くの市民

の目に触れるようにする。
意見の反映

結果公表時期 令和 結果公表時期

想定件数 10 (前回 実施なし 提出件数

日数 30 日数

周知方法

（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイ

ト、アンフォーレ（図書情報館）、公

民館（11か所）、下水道課窓口

周知方法

（設置場所）

予　定（R5） 実　績

意見募集期間 令和 意見募集期間

予定調査時には

予定なし
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令和４年度（継続）　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）　

・

・

・

・

上記の理由 国の方針はあるが、市の現状及び方針に沿って策定できるため。

Ｎｏ． 9 対象事項 下水道ビジョンの策定及び下水道事業経営戦略の見直し

課名 下水道課 対象市民 全安城市民

意見を反映できる余地 余地がある　・　ある程度余地がある　・　あまり余地がない 予算額 13,618 千円

R４年度

【事業概要及びスケジュール】

■計画の概要

下水道ビジョンは下水道事業の基本となる計画でロードマップを見える化し、課題と目標を明確にし、

将来に向けての道しるべとするもの。下水道事業経営戦略は将来にわたり安定的に事業を継続していく

ための中長期的な経営の基本計画。

■策定の根拠（背景）

下水道施設は令和７年度の整備完了後は維持管理の時代に移行していくため、中長期の段階的な目標や

施設整備計画などを設定し進めていく必要がある。

国から下水道使用料の改定の必要性に関する検証を行い、経費回収率の向上に向けたロードマップを策

定することが求められている。

下水道ビジョンを策定するにあたり最新の投資財政計画を反映するために、令和２年度に策定した経営

戦略を令和４年度、５年度で見直しを行う。

■計画期間

令和６年度～令和１５年度（１０か年）

■策定期間における市民参加のスケジュール

3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

審議会① アンケート 審議会② 審議会③ 審議会④

R５年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

審議会⑤

■補足説明・現行計画の概要

審議会⑥

　下水道事業は地方公営企業であるため、サービスの対価である料金収入によって維持される独立採算制の

原則の考え方に基づいて事業を実施する。一方で一般会計繰入金により収支不足を賄っていることから財源

の確保が課題であるため、経営戦略により将来にわたって安定した経営を目指している。国からの交付金等

の要件が令和７年度から変更され、現状のままでは本市は使用料単価や経費回収率及び使用料の改定実績が

国の基準を満たしておらず、交付金要件の対象外となるため使用料の見直しの必要がある。

審議会⑦ パブリックコメント 審議会⑧

様式１－２
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令和４年度（継続）　市民参加推進調査シート 新規　・　継続

□ ■

令和 4 年 7 月 5 年 7 月

■ 審議会等 ■ 審議会等

■ パブリックコメント ■ パブリックコメント

□ 市民説明会 □ 市民説明会

□ ワークショップ □ ワークショップ

□ ） □ その他（ ）

２　市民参加方法の予定と実績

（１）審議会等

～ ～

6 人 ： 4 人 6 人 ： 4 人

回 回

■ □ ■ □
■ □ ■ □
■ □ ■ □
■ □ ■ □
■ □ □ 無 ■ □ □ 無

周知方法 市公式ウェブサイト 周知方法 市公式ウェブサイト

様式１-１

作成日： R5.3.20

Ｎｏ． 10 対象事項 安城市水道事業経営戦略の見直し

課名 水道業務課 対象区分 （２）計画の策定・変更

予　定 実　績

「市民参加を推進するためのガイドライ

ン」(４～９頁)のチェック項目を確認した

「市民参加を推進するためのガイドライン」(４

～９頁)のチェック項目を遵守した

市民参加の

手法

予　定（R5）※ 実　績（R4）

その他（

（重視した点等） （重視した点等）

ガイドライン

の遵守

備考 ※令和４年度予定は照会時未定のため未提出（未評価）。

１　概要

対象事項の

概要
平成３１年３月に策定した現経営戦略を総務省通知に基づき、中間見直しを行う。

実施期間 令和 （１年間）

委員任期 R4.7.11 R6.7.10 委員任期 R4.7.11 R6.7.10

審議会等の名称 水道事業及び下水道事業審議会 設置根拠 法律・条例

予　定（R5）※ 実　績（R4）

開催日 R5:７月 開催日
R4:7/11、9/30、11/16、2/14

R5:

回数 1 回数 4

委員構成内訳
学識経験者３名、水道又は下水道使用

者４名、公募市民３名
委員構成内訳

学識経験者３名、水道又は下水道を使

用する事業者の代表者４名、公募市民

３名

委員の男女比 （男性：女性） 委員の男女比 （男性：女性）

内容 パブリックコメントについて、答申 内容
事業の概要及び課題、投資・財政計

画、素案の提示

会議の傍聴 公開 非公開 会議の傍聴 公開 非公開

議事録の公開 公開 非公開 議事録の公開 公開 非公開

委員名簿公開 公開 非公開 委員名簿公開 公開 非公開

年度毎の実績 公開 非公開 年度毎の実績 公開 非公開

計画の公開 公開 非公開 計画の公開 公開 非公開

活用方法 経営戦略の検証 意見の反映

R4:

・「経営方針」に「ヒト」を育てる記

載を追加。

・財政計画中、企業債の活用につい

て、企業債残高対給水収益比率300％

の根拠を明確化。

・収支計画の試算をするうえで、物価

上昇と人件費の上昇を反映。

R5:

備考
※令和４年度予定は照会時未定のため

未提出（未評価）。
備考

議事録URL：

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/suido/ge

suido/singikai/singikai.html

～
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（２）パブリックコメント

5 年 5 月頃 ～

日間 日間

件 ） 件 人

5 年 7 月頃

(前回 実施なし

予　定（R5） 実　績（R4～R5）

意見募集期間 令和 意見募集期間 R5.3.22 R5.4.21

想定件数 未定 提出件数 0 0

日数 30 日数 30

周知方法

（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイ

ト、公民館（11か所）、図書情報館

（アンフォーレ内）、青少年の家、水

道業務課窓口

周知方法

（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイ

ト、公民館（11か所）、図書情報館

（アンフォーレ内）、市民交流セン

ター、水道業務課窓口

備考 備考

工夫点
市の施設等に設置し、より多くの市民

の目に触れるようにする
意見の反映 意見なしのため反映なし

結果公表時期 令和 結果公表時期 令和5年6月頃
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令和４年度（継続）　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）　

・

・

経営の基本方針

1 暮らしを支え、信頼され続ける水道【持続】

ア 経営基盤の強化

イ 老朽化対策の強化

ウ 広域連携の推進と技術の継承

エ　水道サービスの向上

2 安全で安心して使える水道【安全】

ア 水源及び水質の安全性確保の充実

3 災害に強く、安定供給ができる水道【強靭】

ア 水道施設の耐震化

イ 危機管理体制の強化

審議会⑤

上記の理由 上位計画である安城市新水道ビジョンの定める施策を受け、経営戦略を見直すため。

Ｎｏ． 10 対象事項 安城市水道事業経営戦略の見直し

課名 水道業務課 対象市民 全安城市民

意見を反映できる余地 余地がある　・　ある程度余地がある　・　あまり余地がない 予算額 13,915 千円

【事業概要及びスケジュール】

■計画の概要

安城市新水道ビジョンに定める施策を受け、投資計画の実施が財政計画に与える影響を把握しその均

衡を図る。

■策定の根拠（背景）

サービスの提供に必要な施設等の老朽化に伴う更新投資の増大、人口減少に伴う収入の減少等により

経営環境は厳しさを増しつつある。そのため各公営企業において、経営基盤の強化と財政マネジメン

トの向上に取り組むため経営戦略を策定し、その後3から5年で見直すよう総務省から要請されてい

る。

■計画期間

令和５年度～令和１４年度（１０か年）

■策定期間における市民参加のスケジュール

R4年度

3月7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

■補足説明・現行計画の概要

審議会③ 審議会④
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ｺﾒﾝﾄ
審議会① 審議会②

R5年度

4月 5月 6月 7月

様式１－２

新水道ビジョン中間見

直し含む
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